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平
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年
四
月
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
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を
含
む
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一
六
一

月 曜 日

第
二
千
七
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八
十
号

　

平
成
三
十
年

四
月
二
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
救
急
病
院
等
の
認
定	

一
六
一

○
山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
禁
止
地
域
及
び
許
可
地
域
の
指
定
の
一
部

	

一
六
一

　

改
正

○
一
団
地
内
に
建
築
さ
れ
る
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が
安
全
上
、	

一
六
一

　

防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
こ
と
の
認
定

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請	

一
六
一

○
基
本
測
量
の
実
施	

一
六
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
（
二
件
）	

一
六
二

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
十
三
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

一
般
財
団
法
人
山
梨
整
肢
更
生
会
富
士
温
泉
病
院
笛
吹
市
春
日
居
町
小
松
千
百
七
十
七
番
地

二　

認
定
期
限　

平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
十
四
号

　

山
梨
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
規
定
に
よ
る
禁
止
地
域
及
び
許
可
地
域
の
指
定
（
平
成
四
年
山
梨
県
告

示
第
百
十
五
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

　

一
㈢
12
中
「
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
宮
原
字
御
領
戸
四
十
番
一
」
を
「
南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
字
石

合
二
万
八
千
三
百
四
十
六
番
」
に
改
め
、
「
区
間
」
の
下
に
「
（
南
巨
摩
郡
南
部
町
中
野
字
中
尾
三
千

七
百
六
十
五
番
か
ら
同
郡
身
延
町
波
高
島
字
追
沢
千
三
百
四
十
七
番
二
ま
で
の
区
間
を
除
く
。
）
」
を

加
え
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
五
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
団
地
内

に
建
築
さ
れ
る
一
又
は
二
以
上
の
建
築
物
の
位
置
及
び
構
造
が
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障
が

な
い
こ
と
を
認
定
し
た
の
で
、
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

認
定
番
号　

山
梨
県
指
令
建
住
第
五
千
三
百
五
号
｜
一

二　

認
定
対
象
区
域　

笛
吹
市
春
日
居
町
小
松
字
宮
東
三
十
八
番
及
び
四
十
三
番
二

三　

認
定
対
象
区
域
等
を
表
示
し
た
図
書
の
縦
覧
場
所　

山
梨
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◎　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県
民
情
報
セ

ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト

　

2　

代
表
者
の
氏
名　

矢
部
直
明

　

3　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
甲
府
市
羽
黒
町
八
百
二
十
九
番
地
六

　

4
	　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
者
の
人
権
を
守
り
、
豊
か
な
地
域
生
活
を

保
障
す
る
た
め
に
相
談
支
援
事
業
を
行
い
、
当
事
者
や
家
族
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
安
心
し
て



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
八
十
号　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
日

一
六
二

自
分
ら
し
く
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
六
日
ま
で

◎　

基
本
測
量
の
実
施

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
修
正
、
国
土
広
域
情
報
修
正
）

二　

測
量
の
地
域　

山
梨
県
全
域

三　

測
量
の
期
間　

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◎　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	
後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
字
桜
休
場
六
千

八
百
二
十
七
番
、
六
千
八
百
二
十
八
番
、
六
千
八
百
二
十
九
番
、
六
千
八
百
三
十
番
二
の
一
部
、
六

千
八
百
三
十
二
番
、
六
千
八
百
三
十
三
番
、
六
千
八
百
三
十
四
番
、
六
千
八
百
三
十
六
番
一
の
一

部
、
六
千
八
百
三
十
六
番
二
の
一
部
、
六
千
八
百
四
十
三
番
二
及
び
六
千
八
百
四
十
四
番
の
区
域

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
七
百
八
十
七
番
地

　

登
り
坂
石
油
株
式
会
社　

代
表
取
締
役
社
長　

渡
邉
良
孝

◎　

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
四
月
二
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一	　

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称　

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
唐
松
入
四
千
八
百
十
七

番
一
、
四
千
八
百
十
七
番
二
、
四
千
八
百
十
七
番
五
、
四
千
八
百
十
七
番
六
、
四
千
八
百
十
七
番

七
、
四
千
八
百
十
八
番
一
、
四
千
八
百
二
十
八
番
一
及
び
四
千
八
百
二
十
九
番
一
の
区
域

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名　

南
都
留
郡
鳴
沢
村
二
千
二
百
七
十
四
番
地　

株
式
会

　

社
奈
良
紙
器　

代
表
取
締
役　

奈
良
秋
幸


